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「まん延防止等重点措置」の適用期間の延長について 

 

 本市においては、市内の急激な感染拡大と地域医療の深刻な状況等から、８月

８日から９月 12 日まで、「まん延防止等重点措置」の適用区域の指定を受け、

「いわき市感染拡大防止一斉行動」のさらなる徹底を図るとともに、県等との連

携による飲食店等への見回り活動等を実施してきたところであるが、感染力の

強いデルタ株等の影響により、全国的に新規感染者数が高止まりしていること

や、クラスターの発生等による本市の感染状況を踏まえ、本市への適用期間の延

長が決定された。 

このことから、「いわき市感染拡大防止一斉行動」についても、対象期間を９

月 12 日から同月 30 日まで延長することとし、公共施設等の休館等についても

同様に期間を延長することとする。 

 なお、「いわき市感染拡大防止一斉行動」の内容については、別添のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務担当】 

     新型コロナウイルス感染症対策強化チーム 

                まん延防止対策班  ℡ 38-5696 


